
 

２ ０ １ ７ 年 ５ 月 １ １ 日 

ＰＡＳＭＯ協議会 

 

ＰＡＳＭＯ電子マネーの加盟店数が、５万店を突破！ 
 

◇ ＰＡＳＭＯ電子マネーの加盟店数が、４月に５万店（※１）を突破しました。 

◇ ＰＡＳＭＯ加盟店では、Ｓｕｉｃａ・他の７種類の交通系ＩＣカード（※２）もご利用いた

だけます。 

◇ ＰＡＳＭＯは３月１８日を以ってサービス開始１０周年を迎えました。今後も、お客様がＰ

ＡＳＭＯをご利用いただけるよう、ご利用可能箇所の拡大を図り、利便性の向上に努めてま

いります。    

 

交通系ＩＣカードであるＰＡＳＭＯの電子マネー加盟店数が、４月に５万店を突破しま 

した（４月末日時点で５０,２３０店）。 

 ＰＡＳＭＯ電子マネーサービスは、２００７年３月のＰＡＳＭＯサービス開始と同時に、

１，２９６店で開始しました。その後、電子マネーアクワイアラ１１社（別紙参照）の沿線

を中心に、駅ナカや街ナカの店舗、自動販売機はもちろん、コインロッカーや駐車場、タク

シーなどに展開し、２００９年６月に加盟店数を１万店、２０１３年４月に２万店、２０１

５年５月には３万店、２０１６年４月には４万店を突破するなど、サービスを拡大させてま

いりました（下記グラフ参照）。 

 ２０１３年３月２３日には交通系ＩＣカード全国相互利用サービスが開始され、他の７種

類の交通系ＩＣカードでも、ＰＡＳＭＯ加盟店でご利用いただけるようになりました。 

 ＰＡＳＭＯは３月１８日を以ってサービス開始１０周年を迎えました。今後も、お客様がＰ

ＡＳＭＯや他の交通系ＩＣカードを様々なシーンでご利用いただけるよう、ご利用可能箇所

の拡大を図り、利便性の向上に努めてまいります。 

 

 
             
※１ ４月末日時点のＰＡＳＭＯ電子マネーの加盟店数。交通系ＩＣカード全国相互利用サービスの他カード

加盟店数は含まないため、ＰＡＳＭＯ利用可能店舗数とは異なります。 

※２ Ｋｉｔａｃａ、ｍａｎａｃａ（マナカ）、ＴＯＩＣＡ、ＩＣＯＣＡ、はやかけん、ｎｉｍｏｃａ、ＳＵＧ

ＯＣＡ。なお、ＰｉＴａＰａは電子マネー全国相互利用対象外なため、ＰＡＳＭＯ加盟店ではご利用い

ただけません。 

 



【備考】 

※「Ｋｉｔａｃａ」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※「ＰＡＳＭＯ」は、株式会社パスモの登録商標です。 

※「Ｓｕｉｃａ」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※「ｍａｎａｃａ」「マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。 

※「ＴＯＩＣＡ」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※「ＩＣＯＣＡ」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。 

※「ｎｉｍｏｃａ」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。 

※「ＳＵＧＯＣＡ」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 


